
令和 7年 9月釜石市教育委員会会議臨時会 

  

１ 開催日時 令和 7年 9月 30日（水）午前 11時から午前 11時 53分 

 

２ 開催場所 釜石市役所第 4庁舎 教育委員会 会議室 

 

３ 出席委員 教 育 長  髙 橋   勝 

教育委員  佐 野 茂 樹 

教育委員  中 田 義 仁 

教育委員  花 輪 妙 子 

 

４ 傍聴者  １名 

 

５ 議案 

番 号 案 件 名 審議結果 

議案第 35号 
釜石市学校規模適正化・適正配置推進計画の策定に関し議決を求

めることについて 
可決 

 

６ 報告 

番 号 案 件 名 審議結果 

― ― ― 

 



１ 

【開会・会期の決定・付議案件】 

 

○髙橋教育長 本日の出席者は４人で定足数に達しており会議は成立します。 

なお、佐々木ひづる委員からは欠席の届出が出されています。 

ただいまから令和７年９月釜石市教育委員会会議臨時会を開会いたします。よろしくお願

いいたします。 

  日程第１、会期の決定でございます。会期は本日１日限りといたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

○各委員 （異議なし） 

○髙橋教育長 ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日限りと決定しました。 

  それでは、日程第２、付議案件に入ります。 

  「議案第35号 釜石市学校規模適正化・適正配置推進計画の策定に関し議決を求めること

について」を、事務局から説明をお願いいたします。 

○川﨑教育部長 「議案第35号 釜石市学校規模適正化・適正配置推進計画の策定に関し議決

を求めることについて」、釜石市学校規模適正化・適正配置推進計画を別冊のとおり策定す

ることについて議決を求めるものであります。 

  提案理由については、児童生徒数の減少に伴う小・中学校の小規模校化が予測される中、

子どもたちにとって望ましい教育環境の整備を図るため、「釜石市立小・中学校における学

校規模の適正化・適正配置基本方針」に基づき、「釜石市学校規模適正化・適正配置推進計

画」を策定することについて提案するものであります。 

  委員の皆さんには別冊の推進計画をご覧いただきたいと思います。既に推進計画をご覧い

ただいておりますが、本日、改めて修正部分を重点的に確認いただきたいと思います。 

  まず、推進計画を開いていただいて目次の部分です。 

今回新たに、一番下段に「資料編」を追加してございます。 

１ページ目でございます。「１ 推進計画策定の趣旨及び背景」の上から８行目、「児童生

徒に身につけさせたい資質や能力、小規模校のメリットやデメリットなど、学校規模の適正

化に関わる協議を行っていただき」という部分を追記させていただいております。こちらの

部分は、計画策定のための検討委員会で議論してきました。複式学級や単式学級のメリット、

デメリットの部分を具体的に記載すべきということが、地域説明会でもご意見がございまし

たので、このとおり追加、修正してございます。この段落の一番下段に、「なお、推進計画

の策定にいたる当市の児童生徒数の現状及び今後の見通し、小規模校化における教育課題、

学校規模の適正化・適正配置についての考え方等については、基本方針をご確認くださ

い。」ということで、紙面の都合もありますので、基本方針を確認いただくというふうに誘

導する記載とさせていただきました。 

２ページ目、上から２行目になります、「第三次釜石市教育大綱に掲げる教育の基本理念

『志と豊かな心を持って未来を拓く力を育む人づくり』の下」という記載を追記させていた

だいております。こちらは、第三次教育大綱に掲げる基本理念を追記してあります。地域説

明会では、人口減少に伴って仕方なく作った計画というふうに見られないように、というご

助言がございましたので、この文言を追記させていただいております。この文言が、11ペー
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ジ「資料編」の「釜石市の教育」全体構想図につながる文言として記載させていただいてお

ります。このイメージ図で推進計画は手段であって、目指すのはどういう部分なのか、とい

うことにつながる記載をさせていただきました。 

続いて、３ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらは、地域説明会、市議会、パ

ブリックコメントでもご提言をいただいております、交流活動や合同学習についての記載で

ございます。対象校の抽出の表の下段、唐丹小学校についてでございます。「唐丹小学校は、

今後も複式学級が見込まれるため、他校の児童生徒との交流活動や合同学習など、複式学級

のデメリットを最小化する取組を行います。」という部分を記載させていただきました。学

校統合は行わずに既存の学校同士での交流授業、合同学習を行うという提案をいただいてお

りますが、教育委員会といたしましては、基本方針のとおり、小学校においては、複式学級

の解消、中学校においては専門免許を有する教員配置を目的に、学校統合を主として進めさ

せていただきたいと考えております。ただし、複式学級のある唐丹小学校は、このとおり、

当面は存続させる方針としてはいるのですけれども、デメリットを最小化する取組として、

交流活動、合同学習などを行う内容として追記させていただいたところでございます。 

５ページ目をご覧いただきたいと思います。 

推進計画のスケジュール表の下に、（４）留意事項がございます。 

「学校統合に当たっては、保護者や地域の方々との合意形成を大切にしながら進めま

す。」地域の方々との合意形成の部分に重きを置いた記載とさせていただいておりました。

こちらは、推進計画を進めるにあたっての合意形成についての記載ですけれども、地域説明

会でも、地域の思いを大事にしながら学校統合を進めてほしいというご意見をいただいてお

りましたので、こういう表現とさせていただきました。 

先ほどご覧いただいた11ページ「資料編」に入ります。こちらが新たに追加した「資料

編」になってございます。こちらに、釜石の教育の全体構図を掲載させていただきました。

今回の推進計画を含めまして、釜石の教育が目指すもの、教育理念とその実現に向けた全体

構想をイメージ図として掲載させていただいております。このことにつきましては、８月に

開催した釜石市議会議員全員協議会でもご指摘があり、なおかつ、地域説明会でもご提案が

ありました。参加された市民の方から、「今後、釜石の教育に希望が持てなければ転出も考

えている」といった厳しいご意見があったものです。ただ、この発言には続きがございまし

て、この推進計画は人口減に関わる非常に重要な事業であるというふうな認識をしています。

だからこそ、子育て世代に向けて、この計画がポジティブに捉えられるように、人口減のた

めの仕方がない打開策と映らないように計画を進めてほしいというご提言がありました。そ

ういったご提言を受けまして、この全体構想図を掲載させていただいた経過となっておりま

す。資料は、本計画の学校統合による児童生徒の推移予測や、14ページには小中学校の教員

定数の推移予測等も記載させていただいております。16ページには参考資料といたしまして、

学校規模適正化に関する提言、基本方針、地域説明会、意見募集の結果が、ＱＲコードで読

み取れるような構成とさせていただいておりました。 

資料等につきましては、このとおりでございますが、教育委員会といたしましても、委員

の皆さま、それから地域説明会でのご提案を重く受け止めまして、地域の方々、保護者の皆

さま、そして、児童生徒に対する説明の際には、単なる数合わせの計画と映ることのないよ

うに、十分留意しながら進めてまいりたいと考えてございます。それと併せて、先日釜石市
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議会９月定例会が終わったばかりですけども、その前の６月定例会で議員の皆さまから頂戴

した意見を紹介させていただきたいと思います。 

資料、カラー刷りのＡ４とＡ３の資料を配付させていただいております。最初にＡ４横長

の「複数の小学校を統合して低学年部分を分校として存続させる例」は、文科省の令和６年

度の学校魅力化フォーラムの行政説明資料になります。１つは、学校の統合はしますが、統

合される小学校を分校として残して、小学校低学年は分校に通うようにするのはどうだろう

か、というご提案でした。これは釜石中学校区内における小学校を想定してのご提案でした。

当局の答弁といたしましては、分散型の校舎配置については、統合後の低学年の児童生徒数

をさらに分割することになり、少人数の集団をさらに生み出してしまうということや、学校

統合を行った場合でも、スクールバスの運行等によって、通学時間は基本方針の基準内に収

まる見込みだということで、実施は考えていないことを答弁しております。左のほうに、統

合前、Ａ小学校、Ｂ小学校、Ｃ小学校があります。学校統合をして、本校をＡ校とした場合、

従前のＢ小学校、Ｃ小学校はそれぞれＡ校に行くことになって、なおかつ、５、６年生は本

校に通学、１から４年生は分校に通学というイメージです。釜石市議会のご提案では、１か

ら３年生が分校、４、５、６年生が本校というようなことで、この文科省の提案というのが、

例えば統合したときに、従前の学校が徒歩で通っても、スクールバスで通っても、距離とか

時間がかかりすぎて低学年の児童にすごく負担がかかるといった場合には、こういった考え

方もあり得ますというイメージでのご提案でございました。 

もう１つが、岐阜県山県市で行っている山県学園構想についてのご提案でした。こちらは、

学校統合するのではなくて、中学校区を基本としながら、児童が週３日程度、学校からスク

ールバスを利用して、中学校または別の小学校に集まって合同授業を行ったりするほか、異

学年教室による授業なども行っているというものです。当局の考え方ですが、このような取

組も小学校におけるデメリットを小さくし、教育の質を担保するという意味では有効な選択

肢の１つであると認識しております。山県市の事例では、合同授業を行っているのが、音楽、

体育、英語などの一部の実技系の教科となっておりますが、当市ではすべての教科で多人数

の中で指導したほうが望ましいと考えるところでございまして、学校生活全体の中で、多様

な考え方や多くの人と関わることが、児童生徒の成長を促すことに繋がると認識しておりま

す。また、合同授業では、行き帰りの移動時間の確保や、交通手段の確保などの課題もある

ということで、市当局としては、学校統合による推進を図ってまいりたいという答弁をして

ございました。 

もう少し詳しく見ていきたいのですが、「山県学園構想共通の教育方針」ということで図

が記載されております。岐阜県山県市は、岐阜市の北側に隣接しています。面積が約221.98

㎢で、釜石市の面積が440㎢なので半分ぐらいの大きさの市になります。人口は、９月１日

現在で2万4,489人、1万915世帯ということで、釜石市と大体同じぐらいの規模の市になりま

す。山県学園構想に至る経過ですけれども、山県市では、令和３年度に第三者委員会を設置

してございまして、学校統廃合の可否を含めて検討なされております。第三者委員会では、

令和４年12月の答申で、山県方式の策定を提案されております。保護者を対象に実施したア

ンケートでも少人数教育を求める回答が多かったということに加えまして、学校存続を求め

る地域の声が根強かったということも、この構想を進める後押しになったということでござ

います。山県学園構想は、令和５年にスタートしまして、今年で３年目を迎えております。
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山県市は、図にあるとおり、平成15年、2003年４月に、高富町、伊自良村、美山町の３町村

が合併して誕生しまして、今年で22年が経過しております。こちらの３つの地域では、地域

に学校を残したいという思いが強かったというふうに伺っております。 

山県市の中学校は、合併前の３市町村の名称の高富中学校、伊自良中学校、美山中学校の

３校で、生徒数が全部で584人、小学校が９校、児童数が1,008人と、こちらも大体釜石市と

同じぐらいの児童生徒数の規模になります。山県学園構想が小中の12校を１つの学校と見立

てて運営する、小中連携型の教育改革の取組となっておりまして、この取組では、統廃合し

ない適正規模の方針に基づいて、多様な学びを保障する柔軟な教育体制を構築して、地域を

残す、教育の質を担保するといったことを目的として推進されております。 

教育の質を担保する具体策については、まず、統廃合の代替案として、学校を越えた合同

授業、それからスクールバスを活用した学校間の連携、こちらで実現されております。合同

授業につきましては、体育、音楽、英語、社会など、集団性と専門性が求められる教科で積

極的に実施されておりまして、移動にはスクールバスや社会福祉協議会の車両といった地域

の資源をうまく活用して、教科ごとに必要な規模と編成を実現した上で授業を行っていると

いうことでございます。あとは、教科担任制の拡充を目指しておられまして、小規模校では、

中学校教員の支援を受けて、専門性の高い授業を実施されていて、例えば小学校６年生が中

学校の授業に参加する取組の事例もございます。さらに多様な学びにも力を入れておられま

して、子どもサポートセンターの設置や、あとは、各学校に、人と違う意見を言える教室と

して、「ダビンチルーム」というのを設置して、個性を尊重する対話的学びを進めていると

いうことになっております。 

重ねて申し上げますけれども、釜石市としましては、こういうご提案は受けてはおります

が、学校統合で、全教科みんなで学びを磨いていく。あとは、小規模校につきましては、唐

丹小学校で複式が残るということで、そこの部分でこういった合同授業の考え方も取り入れ

ながら、推進計画を進めてまいりたいと考えてございます。 

先週の26日金曜日に学校規模適正化・適正配置推進計画策定委員会を開催いたしまして、

そこで出たご意見を委員の皆さまに共有したいと思います。佐々木課長からお願いします。 

○佐々木学校規模適正化推進室課長 先週、金曜日26日に推進計画策定委員会を開催いたしま

した。委員19人中12人の方の出席をいただいております。今、部長が申し上げましたご説明

をしたあとに、委員の皆さまからもご意見を頂戴しております。ここで主なものを紹介させ

ていただきます。 

  分校方式について、小学校低学年については、徒歩で通学できる範囲に学校があることで

登下校で学習できること、発見できることもあるのではないかというご意見を頂戴しました。

これに対しては、例えば校庭も学びの場であり、スクールバスの運用で、登下校も含め、学

ぶ場を確保できればいいのではないかということで回答しております。また、合同授業に関

する取組についてもご意見を頂戴しております。 

山県学園構想について、実施することを考えた場合には、日課が複雑になってくると思う

ので、マンパワーと予算が必要になってくるのではないか、というご意見でした。また、現

在お示ししている推進計画を進める中で、教職員、保護者の皆さんの意見を聞いて試行的に

やってみてもいいのではないか。あとは、山県市さんと地形的、地理的に釜石市と違う部分

があるのではないか。釜石市においては、半島部もあり、子どもたちも分散しているところ
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もあると思う。また、スクールバスの運転手のなり手の確保が難しいところもあると思うの

で、現実的な視点がほしい。あとは、山県学園構想については、ビジョンがあって素晴らし

いものだと思う。うまくいっているように見えますが、今回の推進計画に盛り込んでいく場

合に、また基本方針から最初から考えていかなければないのではないか。それを思うとこれ

まで市民へ説明会等をしてきたことも踏まえ、今回の計画は今回の計画として準備委員会を

立ち上げて、進めていくことでいいのではないか。このような合同授業に関しては、さらに

計画の先の次の段階で考えながら進めていくということでいいのはないか、というご意見を

頂戴しました。また、小中一貫教育については、メリットについて記載はしてあるけれども、

デメリットについての記載もあってもいいのではないかというご意見も頂戴しました。これ

に関しては、小中一貫教育については、デメリットというよりは推進する上での課題と捉え

ておりますので、教職員の負担は増えるというのはそのとおり認識しているため、そこは配

慮しながら進めていきたいと回答しております。 

また、別の委員からは、推進計画の中で小規模校のメリット、デメリットにも小中一貫教

育に触れているので、それでいいのではないか。最初にこの計画を進め、次の段階で小中一

貫教育と二段階で進める方向性でいいのではないかというご意見をいただいております。 

あと、全体としては、今回の推進計画は令和14年度までの計画になっていますが、そこに

いくまで、統合後も、やりっぱなしではなく、その結果を検証しほしい。それを検証するこ

とによって、もしかして14年までにもっと良い方法とか、案が出てくる場合も考えられるの

で、その場合は、見直す勇気も持ってほしい。準備委員会を立ち上げて、これから議論して

いくことになると思うけれど、学校の跡地の利活用については、統合とは別として、準備、

議論を進めてほしい、まずは、子どもたちの統合を先に考えて進めてほしい、というような

ご意見がありました。このほかに、具体的に現在のスクールバスの運行についてや、複式学

級の様子についてのご意見等をいただいたところです。以上です。 

○川﨑教育部長 議案説明については、以上でございます。 

○髙橋教育長 ただいま、事務局から説明がありました。幾つかありますので、分けていきた

いと思いますが、まず委員の皆さんには、事前に地域説明会やパブリックコメント等で出

た意見等に目を通していただいていると思いますので、その中で何か確認したいことなど

ございますでしょうか。 

○佐野委員 確認ということではありませんが、やはり今まで長い時間をかけて議論してきま

したので、また、丁寧に地域の方に説明してきましたので、その結果として、先ほどいろ

いろ紹介がありましたけれども、建設的な意見が出されているという感じがしました。少

なくとも釜石市の場合は小規模校を存続させてほしいという意見が強いわけではなく、い

ろいろなケースがあると思いますが、釜石の場合は、やはり統合を希望する地域の意見が

非常に多いのではないかなと思います。従って、我々が今まで長い間議論してきた結果を、

今後もいろいろな問題点はあると思うので、それを検証しながら進めていくのがいいので

はないかと思いました。 

○髙橋教育長 花輪委員、いかがですか。 

地域説明会やパブリックコメントのご意見等に関して何かありますか。 

○花輪委員 全く否定するわけではないような意見も多いので、言われているようにメリット

だけではなく、デメリットの部分の記載については実際にやってみなければわからないこ
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とだと思うので、実際やってみてその中でデメリットが出てくることがあると思うので、

私はそれでうまくやってきているのでそのままでいいと思います。 

○髙橋教育長 中田委員、お願いします。 

○中田委員 前からお話している部分もありますが、甲子のほうでそういう世代の方々や、う

ちの会社で働いている子育て世代の方、また、ロータリークラブにも所属しているので、

そういったところでも最近すごく話題になって、そこからも聞くようにしています。相談

すると統合や合併に関するところは皆賛同している。むしろ早くやってほしいという意見

もあるので、そういった感じで皆さんは捉えています。個々には地域に残してほしいとい

う意見が出てくると思いますが、全般的にはそういった方向に進めてほしいというのがあ

ると思います。 

いろいろ話を聞いている中で、釜石市民の方や保護者の方は、先ほど部長からも説明があ

りましたが、釜石市で育てていくという中では、ある意味、独自性も出てきたりとか、テー

マとすると「強く生き抜く力」というのが基本テーマになって、それに向かって我々もそう

いう関係を作っていくということが、市民の方や保護者の方に釜石で育つとこういうふうに

なっていくんだよ、ということがイメージできるようなことを提供していくことが、教育委

員会としては必要なのかなと思いながら、いろんな方の話を聞いていました。 

○髙橋教育長 ありがとうございました。 

  次に、事務局から分校方式と山県学園構想についての説明がありました。この点について

も、委員の皆さんからご意見等があればお伺いしたいと思います。まず、分校方式につい

て委員の皆さんからご意見ございますか。 

○佐野委員 分校方式は、私にはあまりメリットが伝わりにくいのですけれども、学校を多く

残したいということを前提に考えるとすればそうかもしれませんが、分校として残すメリ

ットがなかなか伝わらないです。私は高校で、分校と本校を有したところに勤務したこと

もありますが、今、分校そのものの言葉も使わない。分校という言葉をなくしました。や

はり分校と本校というのは、どっちが上というわけではありませんが、そこで育つ生徒と

いうのは、何らかの影響があるんですよね。この例だと５、６年はＡ小学校で、残された

ほうはさらに小規模の集団で残るわけです。そして、やはりお姉さん、お兄さんの姿を見

て育つ部分もありますので、そういった意味ではそういう分け方をするのではなくて、１

年から６年までは同じで、例えば校舎で同じ教育活動を受けて、あるいは学校行事も含め

て、メリットという言い方は変ですけれども、大きいのではないかと思います。あまりメ

リットを感じないです。 

○髙橋教育長 花輪委員、お願いします。 

○花輪委員 推進計画策定委員会のお話もあったように、確かに子どもたちを見ていると、ス

クールバスで通っている子どもたちも、登下校も勉強の一環だと思うので、スクールバス

で通えるのであれば、それはいいと思います。唐丹小学校の合同授業の話がありましたが、

合同授業は防災教育などを一緒にほかの学校と勉強するとかでもいいのではないかと思っ

たので、こういうふうには考えてはいないです。 

○髙橋教育長 分校方式については、考えてはいないということですね。 

○花輪委員 はい。 

○髙橋教育長 中田委員は分校方式についてどうでしょうか。 
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○中田委員 先ほどの説明で、学校を地域に残すと、身近なところを見るというメリットはあ

ると思いますが、ある程度４年生、５年生、６年生の先輩方を見ながらとか、ある程度の

人数を確保して、いろいろな方々と知り合ったりという意味では、分校というよりは統合

のほうがメリットが大きいのかなと思います。 

○髙橋教育長 ありがとうございます。 

次に、山県学園構想についての提案がありました。これについては、当市のほうは学校統

合を中心として進めるということにしていますが、山県学園構想について、委員の皆さんか

らご意見があればお願いします。あとは、９月26日に行われた推進計画策定委員会で出た意

見等も踏まえながら、委員の皆さま方にもご意見を頂戴したいと思います。 

○佐野委員 山県学園構想を拝見したのですけれども、非常に素晴らしい内容だと思います。

ただ、これを当市にそのまま当てはめることはできないし、細かいところを見るといろい

ろな問題があるかと思いますが、今、山県学園構想を皆で検討する時間ではないと思いま

すので言いませんけれども、例えば、合同授業は移動時間がかかります。これは実際にや

ってみると大変なことです。実際に合同授業をやられている体育や音楽、英語と限定的に

なります。学習指導要領も変わって柔軟になっていって、段々もしかしたら、情報などが

入ってきているので減っていく可能性もあるので、なかなかそういったメリットが先ほど

と同じように少ないのではないかと思います。これはこれで素晴らしい内容になっている

のですけれども、むしろ岩手県を見てみると統合を進めて、結構結果を出している地域が

多いです。ただ、もちろんそういうところにもいろいろな問題点があると思います。その

問題点を検証して、身近なところの例をもう少し見ていったほうがいいのではないかなと

思います。同じ岩手県ですので、地域もそういう意味ではいろいろと近いと思います。例

えば個性尊重の教育など、参考にできるところは参考にしていけばいいのではないかと思

います。あと、山県学園だけではなくて、全国を見るといろんないい実践をしているとこ

ろがあると思うので、それは機会があればそういったところを調べて取り入れることは悪

い事ではないと思います。 

○髙橋教育長 花輪委員、いかがでしょうか。 

○花輪委員 拝見させてもらって魅力的な部分もあると思います。特に人と違った意見が認め

られる教室「ダビンチルーム」はいいと思いますが、これは山県市のやり方であって、釜石

市は釜石市のやり方があると思います。だから釜石でできる教育でやっていただけたらなと

私は思います。 

○髙橋教育長 中田委員、お願いします。 

○中田委員 統合まで話を進めている中で、統合、小中一貫教育、義務教育の３つ中で、自分

の中でどういうものなのか考えてきて、今回こういう考え方もあるんだ、魅力的なところも

たくさんあるなと感じました。その中で、図を見て先ほども言いましたが、山県市ではこう

いう子どもを育てていく、釜石市であれば「強く生き抜く力」があると思うし、山県市でも

そういうのはきちんとできていて、それに伴って手段として、子どもを育てる環境としてこ

ういうのを考えられたと思いますので、すごく参考にできる部分もあるだろうし、釜石でも

例えば、鉄、魚、ラグビーがテーマだったりするときに、そういうのを生かしながら、これ

から育てていくというときにも、住民の方にも分かりやすいような感じでいるというところ

はとても参考になる部分ではあるのかなと思います。 
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○髙橋教育長 ありがとうございます。 

委員の皆さんのご意見としては、これまで釜石市として進めてきた部分、特にも学校統合

を基本としながら進めていくということ、それから小中一貫教育ということ、これら二本柱

になっておりますが、それらで進めていくというところについては、ご異議ございませんか。 

  佐野委員、いかがでしょうか。 

○佐野委員 （異議なし） 

○髙橋教育長 花輪委員、いかがでしょうか。 

○花輪委員 （異議なし） 

○髙橋教育長 中田委員、いかがでしょうか。 

○中田委員 （異議なし） 

○髙橋教育長 これまで当市で進めてきた学校統合、それから小中一貫教育を基本とした適正

化計画を推進していくというところについては、ご異議なしと決定してよろしいでしょう

か。 

○各委員 （異議なし） 

○髙橋教育長 それでは、大きなところはこれまでの推進計画の方針で、それらを基本として

推進していくということを確認したいと思います。その上で推進計画案についても、ご意

見をいただきたいと思います。 

  まず、１ページ目、「Ⅰ 推進計画策定に当たって」ということで、推進計画策定の趣旨

及び背景に、先ほど新たに文言を付け加えたという説明がありました。それから２ページ

目、第三次釜石市教育大綱に掲げる教育の基本理念を目指すという文言を入れたところで

ございます。それから、計画期間のところ。Ⅰの部分で改めてご質問、ご意見等ございま

せんか。 

○各委員 （なし） 

○髙橋教育長 それでは、「Ⅱ 学校の適正規模・適正配置の具体的計画」に移りたいと思いま

す。まず、学校の適正化を進めるための手法として、先ほども確認しましたけれども、学

校統合を大きな手段として行っていきますというところです。ただし、（２）通学路の変更

というところで、通学区域の変更についても考慮していきますとしています。 

それから、「２ 学校規模の適正化・適正配置の方向性」、（１）対象校の抽出で、唐丹小学

校が当分残るということで、デメリットを解消するという１つの方法として、合同学習や交

流学習等を取り入れて、そのデメリットの解消に努めていきますという文言を入れたところ

です。 

あと、小中一貫教育の導入についてでございます。それから４ページの令和７年度から10

年度の計画というところ、そして５ページの留意事項です。ここまでで質問、ご意見ござい

ませんか。 

○各委員 （なし） 

○髙橋教育長 まず、推進計画策定委員会の中で、小中一貫教育のデメリットについても入れ

たほうがいいのではないかという意見が出されましたけれども、これについては、事務局

のほうで何か考えはありますか。 

○川﨑教育部長 小中一貫校を対象としているのは、鵜住居小学校と釜石東中学校ですけれど

も、鵜住居地区の地域説明会で出された、釜石東中学校以外の釜石中学校、大平中学校、
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甲子中学校、唐丹中学校が統合すると、統合した中学校だと部活動の種目を選べて、ある

程度の規模の人数があると単独チームとして出場できる可能性がある一方で、釜石東中学

校が小規模校で残ってしまうと部活動の選択肢が少なくなる、単独チームで出場する機会

が減るといった課題の部分は、きちんと確認しながら進めたいと考えております。そこの

部分は小中一貫教育の計画のほうも策定しようと考えておりましたので、メリット、デメ

リット、課題の部分をきちんと把握しながらそちらの計画のほうで進めたいと考えてござ

いました。 

○髙橋教育長 それから、推進計画策定委員会で学区のことについても意見がありましたが、

これについては何かございますか。 

○佐々木学校規模適正化推進室課長 中学校の学区について、今お話があったとおり、釜石東

中学校とその他４校が集まると、小規模校とある程度の規模の学校ができる。そうなった

場合に、まだ検討段階ではあるのですが、学校を希望的に柔軟性に通学することも可能で

はないか。例えば、釜石中学校に通っている子が、小規模校のほうがいいというのであれ

ば、希望して釜石東中学校に通う、学区制は残しつつもそういったことができるのではな

いか。逆に釜石東中学校の子が希望すれば、釜石中学校に行けるというような方法を確保

することも１つの方法かなというところは、今後の検討事項になると思います。 

○髙橋教育長 そのようなご質問が出されたということで、それについては、これからの検討

事項とさせていただきたいと教育委員会では考えているところでございます。 

  あとは、これまでの出た意見で、釜石小学校と双葉小学校の校舎の部分についても何かご

ざいませんか。 

○川﨑教育部長 栗林小学校、鵜住居小学校、白山小学校、平田小学校については、この計画

策定の地域説明会の段階でも、今年の年度当初から栗林小学校のＰＴＡさんは、まず、統

合しますという意思表示がありました。あとは、去年、今年を通じて白山小学校の保護者

の方々との意見交換を進めてきました。 

釜石小学校と双葉小学校については、統合年度がまだ先というのもあるのですけれども、

同じ規模の学校同士というのと、今の段階ですと、まだ地域と保護者に対する合意形成、説

明が不十分な部分があり、使用校舎は今の計画段階では、釜石小学校、または双葉小学校の

両睨みの状態での計画とさせていただきたいというふうに委員の皆さまにはご了解いただき

たいと思います。まだ、もう少しこの部分は、統合準備委員会を立ち上げて、その中でどち

らの校舎にするのか、校歌、校章はどうするのか、という議論を深めてまいりたいと考えて

おります。 

○髙橋教育長 今の事務局からの説明について、何か質問等ございませんか。 

○佐野委員 今お話を聞いていて、丁寧に進めていただきたいと思います。地域住民の方の思

いがあると思います。 

○花輪委員 中学校を柔軟に対応できるようにするとなると、先ほど部活の話も出ましたが、

今までの部活の数だと釜石東中学校の生徒は釜石中学校のほうに行ってしまうかもしれな

いので、ある程度制限を設けた上でお願いしたいと思います。余計に増々人数が減ってし

まう心配があります。 

○川﨑教育部長 児童生徒の活躍の場が、今ですと学校部活動中心ですので、部活動の地域移

行や地域展開の部分で、どれだけ地域のほうに部活の受け皿があるのかというところも見
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極めながら考えてまいりたいと思います。 

○中田委員 私も気になったのが、花輪委員がおっしゃったことと一緒で、検討中ということ

なのでこれからになると思いますが、大きいほうに行ったほうが安心かな、みたいな心理

的な部分があるのかと思っていて、そういう方が増えた場合に釜石東中学校のほうが少な

くなってしまう可能性があるので気になるところです。これから検討していきながら、市

民の皆さんにきちんと説明して、安心してもらえるようなことを考えていただければと思

います。 

○川﨑教育部長 小中一貫の小規模校の魅力を、それを上回る魅力、そこに行って学びたくな

る魅力を、これから我々も一生懸命作り上げる必要があると考えていました。 

○髙橋教育長 今部長がおっしゃったように、釜石東中学校と鵜住居小学校の小中一貫教育が

魅力あるものになって、部活動の部分ではなくて鵜住居小学校、釜石東中学校の一貫校の

ほうでぜひ勉強したい、学びたいという子どもたちや保護者からそういう声が出るように

していかないとだめなのかなと考えております。そういった意味ではこれから小中一貫教

育をどのように魅力あるものにしていくかというところが、学校統合の大きな課題にもな

ってくるのではないかと我々も認識しておりますので、ぜひそういうふうになってほしい

なと思います。もしかすると、釜石中学校のほうから釜石東中学校のほうに来るような形

になってくれれば、理想なのかなと思っております。ただ、先ほど事務局から話があった

ように、どういう形にするか、学区についてもある程度の自由度を持つのか、それとも何

らかの事情があるときと限定してやっていくことになるのかは、これからの議論を踏まえ

てからになるかと思いますので、この点も委員の皆さんにご意見を聞く機会があると思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、９ページの「Ⅲ 学校統合を進める上で配慮する事項」から「資料編」全体に

ついて、何かございますか。 

○各委員 （なし） 

○髙橋教育長 戻りますけれども、先ほどご意見もありましたが、山県学園構想の部分につい

ては、取り入れられるところについては検討していく余地はあるのかなというところと、

特に唐丹小学校について、合同授業や交流学習という部分での計画等に参考になる部分も

多いのではないかというようなところでございますが、よろしいでしょうか。 

その辺りのところについてもご意見ございませんか。 

○各委員 （なし） 

○髙橋教育長 それでは、全体を通して委員の皆さんから最後にまとめということでもよろし

いですので、ご意見を頂きたいと思います。 

  佐野委員からお願いします。 

○佐野委員 大分今まで議論を重ねてきましたし、様々な意見も聞いてきました。その度にい

ろいろ取り入れるべきところは取り入れてきた計画ですので、ここに来て煮詰まってきた

かなという感じはいたします。あと、今後推進するにあたって様々な問題点が出てくるか

と思いますので、それはやはり丁寧に対応していく必要があると思いますので、引き続き

我々も含めて対応してまいりたいと思いますし、教育委員会としてもそのような方向でお

願いできればと思います。 

○髙橋教育長 花輪委員、お願いします。 
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○花輪委員 ここまで来るにあたって、地域の方などからいろんな意見があったと思いますが、

これから進めるにあたっても地域や保護者からもまたいろいろ出てくるかもしれないので、

丁寧にきちんと説明してやっていってほしいなと思います。 

○髙橋教育長 中田委員、お願いします。 

○中田委員 繰り返しになりますが、統合に向けてネガティブではなくポジティブに捉えて、

子どもたちの「強く生き抜く力」の育成に向けて、統合も１つの手段になってくると思いま

すが、ほかのところでも丁寧に議論を重ねながら、釜石で育った子どもが目指すところに向

かえるように、我々も関係を作っていくことが大切なのかなと思います。 

○髙橋教育長 ありがとうございます。そのほか、質問、ご意見ございませんか。 

○各委員 （なし） 

○髙橋教育長 それでは、「議案第35号 釜石市学校規模適正化・適正配置推進計画の策定に

関し議決を求めることについて」は、原案のとおり決することとしてご異議ございません

か。 

○各委員 （異議なし） 

○髙橋教育長 ご異議なしと認め、原案のとおり決することといたします。 

   

【その他】 

 

○髙橋教育長 それでは、日程第３、その他に入ります。 

  その他の部分ですが、教育長の職務代理者の指名についてお諮りをしたいと思います。 

  教育長の職務代理者を佐野委員にお願いしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

○各委員 （異議なし） 

○髙橋教育長 それでは、佐野委員から一言お願いします。 

○佐野委員 引き続きということですけども、微力ながら釜石の子どもたちの未来のためにと

言うとちょっと大げさですけど、できるだけ力を尽くしてまいりたいと思います。あとは

教育長や皆さん含めて健康に留意しながら、これからもよろしくお願いします。 

○髙橋教育長 それでは、次に、日程の確認をお願いいたします。 

 

（次回定例会について） 

  令和７年10月教育委員会会議定例会の日程について協議。 

  開催日は令和７年10月22日（水）午前10時と決定。 

 

○髙橋教育長 本日の臨時会は、以上をもって閉会いたします。 

 

午前11時53分閉会 

 

 

 

 

 


